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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空圧によって作動するエアーシリンダー、エアーシリンダーの内部で上下運動をするピ
ストン、およびピストンと結合して上下振動と回転を通じて鉄筋コンクリート構造物を破
砕するエアーハンマーのビットに関するものであって、
　ビットの胴体役割をするビット軸（１００）；
　前記ビット軸（１００）の下端部で直径が拡張されてなる拡径部（２００）；
　前記拡径部（２００）の表面に突出するように挿入される多数個の掘削用超硬チップ（
３００）；および、
　前記拡径部（２００）に着脱可能に結合され、前記拡径部（２００）の表面に突出して
コンクリート構造物の破砕過程で鉄筋を切断するカッティングブロック（４００）；を含
んで構成され、
　前記拡径部（２００）の下部は、
　中央平面（２１０）と前記中央平面（２１０）の周囲を囲む傾斜面（２２０）で構成さ
れ、
　前記カッティングブロック（４００）は前記傾斜面（２２０）に沿って放射状に多数配
列され、
　前記カッティングブロック（４００）は、
　前記拡径部（２００）の傾斜面（２２０）の外側に露出する上端部から下端部に行くほ
ど断面積が増加し、
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　前記拡径部（２００）の傾斜面（２２０）には前記カッティングブロック（４００）と
対応する形態のカッティングブロック装着溝（２３０）が備えられ、
　前記カッティングブロック（４００）の上端部は、前記拡径部（２００）が回転する方
向の前端が後端よりも高いため拡径部（２００）の傾斜面（２２０）の外側に突出する構
造であることを特徴とする、鉄筋コンクリート構造物破砕用エアーハンマービット。
【請求項２】
　前記カッティングブロック装着溝（２３０）は、
　前記拡径部（２００）の傾斜面（２２０）の上部から中央平面（２１０）と会う下部に
行くほど左右の幅が次第に減少する形態であり、
　前記カッティングブロック（４００）も前記カッティングブロック装着溝（２３０）と
対応するように前記拡径部（２００）の中央平面（２１０）に行くほど左右の幅が次第に
減少する形態であることを特徴とする、請求項１に記載の鉄筋コンクリート構造物破砕用
エアーハンマービット。
【請求項３】
　前記カッティングブロック（４００）は、
　前記カッティングブロック装着溝（２３０）にスライディング方式で挿入された状態で
前記カッティングブロック（４００）を貫通して前記カッティングブロック装着溝（２３
０）の底面に締結される固定ボルト（４１０）；によって固定されることを特徴とする、
請求項１または請求項２に記載の鉄筋コンクリート構造物破砕用エアーハンマービット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は鉄筋コンクリート構造物を破砕するために使われるエアーハンマービットに関
し、破砕過程でコンクリート構造物に含まれた鉄筋を容易に切断できるカッティング機能
が備えられたことを特徴とする。
【背景技術】
【０００２】
　地盤の掘削に使われる地盤掘削機はモーターによって回転するスクリュー軸を利用して
地盤を掘削し、地盤を掘削する途中で硬質の岩盤層にぶつかると前記のスクリュー軸だけ
では掘削作業が不可能であるため、スクリュー軸の先端に別途の岩盤掘削用ビット（Ｂｉ
ｔ）が備えられたエアーハンマードリルを設置し、これを利用して岩盤層を粉砕しながら
掘削作業を進行することになる。
【０００３】
　このような従来の岩盤掘削用ビット１００は図１に図示された通り、ビット軸１１０と
その下端部に形成される拡径部１２０で構成され、拡径部１２０の外周面には粉砕物を運
搬する通路となる案内溝２２０が備えられ、拡径部の下部面および外周面には多数個の超
硬チップ２１０が突出するように拡径部に挿入固定されている。
【０００４】
　超硬チップ２１０は岩盤層の粉砕時に岩盤層に直接的に衝突して接触する部位であって
、十分な耐久性と強度を維持するために超硬合金が一般的に使われている。
【０００５】
　このような超硬チップ２１０が備えられた岩盤掘削用ビット１００の場合、一般的な岩
盤の掘削作業は効率的に遂行できるものの、既存の鉄筋コンクリート構造物の破砕（例え
ば、既存の構造物の床スラブの破砕）に使われる場合、既存の構造物のコンクリート層に
配筋された鉄筋が破砕作業を妨害するため別途に鉄筋を切断する作業が共に進行されなけ
ればならない問題点があり、そのため作業遅延が招かれるとともに安全事故の発生危険が
倍加する原因となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】韓国実用新案登録第２０－０３９３５９７号
【特許文献２】韓国登録特許第１０－１２５８５０６号
【特許文献３】韓国登録特許第１０－０８０４８１２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記した問題点を解決するために創作された本発明は、鉄筋コンクリート構造物の破砕
時に、作業過程で構造物に含まれた鉄筋を共に切断して迅速かつ安全に破砕作業を遂行で
きる新しい構造のエアーハンマービットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記した目的を達成するために創作された本発明の技術的構成は次の通りである。
【０００９】
　本発明は、空圧によって作動するエアーシリンダー、エアーシリンダーの内部で上下運
動をするピストン、およびピストンと結合して上下振動と回転を通じて鉄筋コンクリート
構造物を穿孔するエアーハンマーのビットに関し、ビットの胴体役割をするビット軸１０
０；前記ビット軸１００の下端部で直径が拡張されてなる拡径部２００；前記拡径部２０
０の表面に突出するように挿入される多数個の掘削用超硬チップ３００；および、前記拡
径部２００に着脱可能に結合され、前記拡径部２００の表面に突出してコンクリート構造
物の破砕過程で鉄筋を切断するカッティングブロック４００；を含んで構成されることを
特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】従来の一般的なエアーハンマービットを図示する。
【図２】本発明の具体的な実施例の側面の構造を図３のＡ－Ａ’部分の断面と共に図示す
る。
【図３】本発明の具体的な実施例の下部面およびカッティングブロック４００部位の部分
断面図を図示する。
【図４】カッティングブロック４００の左右幅がテーパー加工されたことを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下では、本発明の具体的な実施例を添付図面を参照してより詳細に説明する。
【００１２】
　本発明は、空圧によって作動するエアーシリンダー、エアーシリンダーの内部で上下運
動をするピストン、およびピストンと結合して上下振動と回転を通じて鉄筋コンクリート
構造物を破砕するエアーハンマーのビットに関する。
【００１３】
　本発明は図２および図３に図示されたように、ビット軸１００、拡径部２００、超硬チ
ップ３００およびカッティングブロック４００を含んで構成される。
【００１４】
　ビット軸１００はビットの胴体役割をし、ビット軸１００の下端部には直径が拡張され
た拡径部２００が備えられる。
【００１５】
　このような拡径部２００の下部の表面および外周面には破砕された粉砕物を運搬する案
内溝２２が備えられており、このような案内溝２２はビット軸１００と拡径部２００の内
部を貫通する空気通路１１と連結された構造になって、空気通路１１を通じて噴出する空
気（Ａｉｒ）の力で粉砕物をより便利に外部に排出させることができる。
【００１６】
　超硬チップ３００は拡径部２００の表面に多数個が突出するように挿入されるが、この
ような超硬チップ３００は、一般的な掘削作業時に岩盤に直接的に衝突して接触する部位
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であって、強い耐久性と強度が要求されるため超硬合金で製作される。本発明では、この
ような超硬チップ３００が鉄筋コンクリート構造物に直接的に衝突して接触しながらコン
クリートを破砕することになる。
【００１７】
　カッティングブロック４００は拡径部２００に着脱可能に結合されるが、カッティング
ブロック４００の上端部は拡径部２００の表面に突出してコンクリート構造物の破砕過程
で鉄筋を切断する役割をする。
【００１８】
　拡径部２００の下部は、図２および図３に図示されたように、下部の中央に形成された
中央平面２１０とこのような中央平面２１０の周囲を囲む傾斜面２２０で構成され、カッ
ティングブロック４００は傾斜面２２０に沿って放射状に４個が９０度間隔で配列される
が、配列されるカッティングブロック４００の数量は４個に限定されず、作業現場の条件
を考慮して１個、２個、３個または４個以上が配列されてもよい。
【００１９】
　カッティングブロック４００は、図３に図示された断面図（Ｄ－Ｄ’）または図４で確
認できるように、拡径部２００の傾斜面２２０の外側に露出する上端部から傾斜面２２０
の内部に挿入された下端部に行くほど断面積が増加する断面を有する。
【００２０】
　併せて、拡径部２００の傾斜面２２０にはカッティングブロック４００と対応する形態
のカッティングブロック装着溝２３０が備えられるが、カッティングブロック４００がカ
ッティングブロック装着溝２３０に装着された状態で、カッティングブロック４００の上
端部は拡径部２００が回転する方向の前端が後端よりも高いため拡径部２００の傾斜面２
２０の外側に突出する構造となり、破砕過程で鉄筋を切断するカッティングブレードの役
割をする。
【００２１】
　また、カッティングブロック装着溝２３０は、図４に図示されたように、 拡径部２０
０の傾斜面２２０の上部から中央平面２１０と会う下部に行くほど左右の幅が次第に減少
する形態にテーパー加工され、カッティングブロック４００もこのようなカッティングブ
ロック装着溝２３０と対応するように、図４に図示されたように拡径部２００の中央平面
２１０に行くほど左右の幅が次第に減少するようにテーパー加工される。
【００２２】
　このようにカッティングブロック４００とカッティングブロック装着溝２３０がテーパ
ー加工されると、カッティングブロック４００をカッティングブロック装着溝２３０の上
部から下部に押し込んで装着する作業を容易に遂行することができ、カッティングブロッ
ク４００がカッティングブロック装着溝２３０の内面に密着しながらカッティングブロッ
ク４００が安定的に装着され得るため、カッティングブロック４００の耐久性が向上する
。
【００２３】
　このようなカッティングブロック４００は、図２または図３に図示されたように、カッ
ティングブロック装着溝２３０にスライディング方式で挿入された状態で、カッティング
ブロック４００を貫通してカッティングブロック装着溝２３０の底面に締結される固定ボ
ルト４１０によって固定されるが、カッティングブロック４００には固定ボルト４１０が
通過する通過孔の直径が固定ボルト４１０の直径よりも余裕があるように加工されて製作
および組立公差を吸収できるようにする。
【００２４】
　前記した通り、本発明の具体的な実施例を添付図面を参照して説明したが、本発明の保
護範囲はこのような実施例に限定されず、本発明の技術的な要旨を変更しない範囲内で、
多様な設計変更、公知技術の付加や削除、単純な数値限定などの場合も本発明の保護範囲
に属することを明確にする。
【００２５】
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　本発明の構成による技術的効果は次の通りである。
【００２６】
　第１、カッティングブロック４００が備えられることにより、鉄筋コンクリート構造物
の破砕時に鉄筋を共に切断して破砕作業の効率を最大化させることができる。
【００２７】
　第２、カッティングブロック４００の損傷時に、該当部品のみをスライディング方式で
容易に取り替えて使うことができる。
【００２８】
　第３、カッティングブロック４００とこれに対応するカッティングブロック装着溝２３
０の形態をテーパー加工することによってカッティングブロック４００の装着作業の便宜
性を向上させると共に、カッティングブロック４００がカッティングブロック装着溝２３
０の内面に完全に密着させることによってカッティングブロック４００と拡径部２００の
耐久性を向上させることができる。
【符号の説明】
【００２９】
　下記の符号は図１を除いた本発明に関する図面である図２～図４にのみ適用される。
１００：ビット軸
２００：拡径部
２１０：中央平面
２２０：傾斜面
２３０：カッティングブロック装着溝
３００：超硬チップ
４００：カッティングブロック
４１０：固定ボルト
１１：空気通路
２２：案内溝
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